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�愛媛県告示第５４０号
騒音環境基準地域の類型の指定（平成１１年３月愛媛県告示

第３８０号）の一部を次のように改正し、平成１８年５月１日か

ら施行する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

今治市に係る関係図面を次のように改める。

（「次のように」は、省略し、改正後の関係図面は、愛媛

県庁及び今治市役所に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第５４１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等………２９５

○ 新たな土地改良事業の施行の認可（４件）………………………２９６

○ 市営土地改良事業の施行の同意（３件）…………………………２９６

○ 肥料登録の有効期間の更新…………………………………………２９６

○ 保安林の指定の解除…………………………………………………２９６

○ 保安林予定森林………………………………………………………２９７

○ 保安林の指定施業要件の変更予定（２件）………………………２９７

○ 河川整備基本方針の策定（２件）…………………………………２９８

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（５件）………………………２９８

○ 港湾施設の概要………………………………………………………３０４

○ 道路の区域変更（一般国道４９４号）………………………………３０４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………３０５

○ 道路の区域変更（一般国道４９４号）………………………………３０５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………３０５

○ 道路の区域変更（一般国道３７９号）………………………………３０６

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線）……………………………３０６

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧…………………………３０６

○ 宅地建物取引業者の業務の停止……………………………………３０６

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告…………３０６

○ 争議行為の通知の公表………………………………………………３０６

人事委員会規則

○ 愛媛県人事委員会議事規則の一部を改正する規則………………３０７

告 示

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

音声、言語・肢体不自由・心
臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 喜多医師会病院 住 元 巧 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成

１８年４月３日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 〃 � 野 信 二 大洲市徳森字小鳥越２６３２－４ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

和 田 崇 医療法人広仁会廣瀬病院 八幡浜市１２８０番地８ 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平１番耕地６３
８番地

平成１８年
３月１日

中 川 孝 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２
－３

中川脳神経外科クリニッ
ク 大洲市東若宮８番地７ 〃

中 野 良 朗 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大平１番耕地６３
８番地 な か の 泌 尿 器 科 八幡浜市保内町喜木１番

耕地２４０番地１ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１７４９号 平成１８年４月７日

平成１８年４月７日金曜日 第１７４９号

愛 媛 県 報

２９３
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�愛媛県告示第５４３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルヨシセンター西条店

西条市喜多川字土居部３９４番地 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルヨシセンター

香川県高松市南新町４番地の６

代表取締役 嵯峨山 由範

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルヨシセンター

香川県高松市南新町４番地の６

代表取締役 嵯峨山 由範

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年１１月１０日（出入口の面する県道壬生川新居浜

野田線の供用開始後に開店予定）

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，９２４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１００台

�愛媛県告示第５４４号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４５号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

増 田 潤 宇和島社会保険病院 宇和島市賀古町二丁目１
－３７ ま す だ ク リ ニ ッ ク 宇和島市伊吹町字シツソ

ウ甲１１５５－７
平成１８年
３月３日

壷 内 秀 幸 医療法人平成会山内病院 今治市片山三丁目１－４０ 医療法人西条愛寿会病院 西条市福武甲１５８－１ 平成１８年
３月２９日

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

ワタキュー薬局ミ
ルクの里店

西予市野村町野村
９号２－２

平成１８年
３月３１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科 宇和島市立津島病

院 船 津 隆 宇和島市津島町高田丙１５ 平成
１８年３月３日

聴覚・平衡・音声、言語又は
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科

国立大学法人愛媛
大学医学部附属病
院

西 窪 加緒里 東温市志津川 平成
１８年３月１７日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 西条市立周桑病院 小 野 武 志 西条市壬生川１３１番地 平成
１８年３月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 小 児 科 〃 岩 瀬 孝 志 〃 〃

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２４０１４７ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大
町２００５番１ 武 村 志 延 知的障害者地

域生活援助 セントラル 四国中央市三島中央
三丁目１５番３号

平成１８年
３月３１日

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号

２９４
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イ 駐輪場の収容台数

５２台

ウ 荷さばき施設の面積

１６９平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６４．８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１２時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午前０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口１箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年３月９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方

局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５４７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び

同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５４８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

アイソウ伊予本店 伊予市下吾川馬塚１２
１４番地２外

大規模小売店舗内の店舗面
積の合計 １１，２３１� １４，５８８� 平成１８年

１１月２３日
平成１８年
３月２２日

駐輪場の位置 店舗西側 店舗北西側

荷さばき施設の位置及び面
積

１箇所
１８０�

２箇所
８６９�

大規模小売店舗において小
売業を行う者の閉店時刻 午後７時３０分 午後９時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時から午後
７時４０分まで

午前９時から午後
９時３０分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

コメリＨ＆Ｇ波止浜店・
ラ・ムー今治北店

今治市波止浜字高部下１１
２－２他

生活環境保持の見地からの意見はなし。 店舗への経路に設定している通学路の登校
時間帯における安全対策に配慮すること。

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号

２９５
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�愛媛県告示第５４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市神戸土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

桜木地区）の施行を平成１８年３月２８日認可した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市氷見土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・東新開地

区）の施行を平成１８年３月２８日認可した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市禎瑞上部土地改良区から認可申請のあった新

たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・相生

地区）の施行を平成１８年３月２８日認可した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西条市氷見土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

蔵井（１）地区）の施行を平成１８年３月２８日認可した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・から池地区）の施

行に平成１８年３月２８日同意した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・田中地区）の施行

に平成１８年３月２８日同意した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・おといで地区）の

施行に平成１８年３月２８日同意した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５６号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５５７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１８年４月７日

荷さばき施設において荷さ
ばきを行うことができる時
間帯

午前８時から午後
７時３０分まで

午前７時から午後
７時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２４
年４月
９日

愛媛県
第１２５１
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

園芸用
粒状苦
土石灰

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
４６番地２
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西条市黒瀬字篠辺谷乙２５４の６、乙２８８の１０、乙２８８の

１２、字薄ヶ瀬乙３３８の４、乙３３８の５、字落合乙３４０の１７

、西之川字老野丁７９の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５５８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字大田丁２７の２、字石ヶ内丁９６、丁

９８の１、丁１１６、丁１１７、丁１１８の１、丁１２０の３、丁１

２１、丁１２２の１から丁１２２の３まで、丁１７０、丁１７３、丁

１８０の９、丁１８０の１４、丁１８０の１８、字石ヶ内奥丁１８２、

丁１８７、丁１８９の２、字力石丁２２２の１、字中ノ村丁３２５

の２、丁３２７の２、玉川町木地字イノ谷辛５の４、字上ミ

成己６９９、玉川町鈍川字カケ谷庚７３６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める

標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５５９号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字岩門丁４３４の１、丁４３４の８

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字大田奥丁１８１の１、字石ヶ内奥

丁１８９の１、字藤子丁１９０の１から丁１９０の６まで、字

藤ヶ峰丁１９８の１、丁１９８の２、字松原谷丁２１３の１、

丁２１３の６、丁２１３の２１、丁２１３の２９、丁２１３の４２、字

力石丁２５３、字ゴヨウノ谷丁２５４の１、丁２５４の４から

丁２５４の６まで、字流し谷丁２５５の１から丁２５５の３ま

で、字中通りヲク丁４１１の１、丁４１１の２、字中ノ村ケ

タ丁４１６の１、字ハナビラ丁４２３の１から丁４２３の３ま

で、字鳴野丁４２４の１から丁４２４の３まで、字岩門丁４

２７の４、丁４２７の８、丁４２７の１２、丁４２７の１６、丁４２７

の２０、丁４２７の２１、丁４２９、字ヤゲン谷丁４３５の１、丁

４３５の５、丁４３５の６、丁４３５の９、字大平谷丁４３６の

１、字島ヶ谷丁４４６の４、字ウトウ谷丁４４４の６、丁４

４４の１１、丁４４４の１４、字下谷丁４５２、玉川町龍岡下字ス

ミヤタニ丁２５９の１、丁２５９の３２、丁２６７の１、字能智

丁３９０の１、丁３９０の６、丁３９０の１２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５６０号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町新屋敷字半吉谷乙１２の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
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次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市小松町新屋敷字本谷乙２１の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字本谷乙２１の１（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第５６１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基

づき、渦井川水系に係る二級河川について、河川整備基本方

針を策定した。

その関係図書を愛媛県庁及び西条地方局建設部に備え置い

て縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基

づき、尻無川水系に係る二級河川について、河川整備基本方

針を策定した。

その関係図書を愛媛県庁及び西条地方局建設部に備え置い

て縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智 忍

今治市大西町脇１０３２番地１

２ 埋立区域

� 位置

今治市宮窪町宮窪２３９５番から同２５４０番までの地先公有

水面

� 区域

次の１点から３９点までを順次直線で結んだ線並びに３９

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（今治市宮窪町宮窪１９０４番４地先の物揚場基準点

鋲）は、北緯３４度１０分１７秒６５０４、東経１３３度０４分４７秒９１

３２の地点

１点は、基点から真北３１２度４３分２８秒２４．５２メートル

の地点

２点は、１点から真北２２３度５６分４１秒５．２２メートルの

地点

３点は、２点から真北２２３度５６分２５秒１１．９６メートル

の地点

４点は、３点から真北２２３度５６分４９秒２．０３メートルの

地点

５点は、４点から真北２２３度５６分１４秒１．５２メートルの

地点

６点は、５点から真北３０４度５４分４６秒１０．２３メートル

の地点

７点は、６点から真北３０６度３２分０２秒８．６９メートルの

地点

８点は、７点から真北３０５度４１分２４秒６．１１メートルの

地点

９点は、８点から真北３０７度４５分４２秒３．７２メートルの

地点

１０点は、９点から真北３０７度４５分４１秒４．０２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３０７度４５分４７秒２３．７３メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３１０度０８分３３秒１２．１９メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３１０度００分３４秒２．５２メートルの

地点

１４点は、１３点から真北３１４度０４分２８秒８．８４メートルの

地点

１５点は、１４点から真北３１４度０３分２２秒２．０１メートルの

地点

１６点は、１５点から真北３１４度３４分３２秒０．８５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北３５７度０７分０１秒３．２０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北３５７度０７分２２秒１．７５メートルの

地点

１９点は、１８点から真北３１５度３１分２９秒４．７１メートルの

地点

２０点は、１９点から真北３１６度４５分２８秒５．００メートルの
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地点

２１点は、２０点から真北３１７度２５分４３秒３９．７３メートル

の地点

２２点は、２１点から真北３１７度２１分２２秒４．００メートルの

地点

２３点は、２２点から真北３１７度２２分４１秒１８．１６メートル

の地点

２４点は、２３点から真北３１８度２４分５４秒４．９９メートルの

地点

２５点は、２４点から真北３１９度３２分１６秒５．５４メートルの

地点

２６点は、２５点から真北３２１度２１分０３秒５．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北３２２度５２分４３秒５．０１メートルの

地点

２８点は、２７点から真北３２４度１７分３５秒４．９９メートルの

地点

２９点は、２８点から真北３２５度５５分４９秒２．６３メートルの

地点

３０点は、２９点から真北３２９度５３分２３秒２．９３メートルの

地点

３１点は、３０点から真北３２９度５３分５０秒３．９７メートルの

地点

３２点は、３１点から真北３２９度５３分１３秒５．２９メートルの

地点

３３点は、３２点から真北３０８度５９分３３秒１．３７メートルの

地点

３４点は、３３点から真北３２９度１２分１１秒３．８３メートルの

地点

３５点は、３４点から真北３３８度１５分３１秒０．５３メートルの

地点

３６点は、３５点から真北６２度０４分５７秒２１．６７メートルの

地点

３７点は、３６点から真北６１度５８分３８秒６．９２メートルの地

点

３８点は、３７点から真北１５２度０２分５１秒４０．８５メートル

の地点

３９点は、３８点から真北１５２度０３分０３秒６．５５メートルの

地点

� 面積

４，９４４．３０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和６２年２月１６日 愛媛県指令６１河第１０６６号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月７日

�������
�愛媛県告示第５６４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

越智郡上島町弓削下弓削２１０番地

代表者 上島町長 上村 俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番地５

２ 埋立区域

� 位置

ア 第１工区

越智郡上島町生名４６５９番の地先公有水面

イ 第２工区

越智郡上島町生名４６６０番３の地先公有水面

ウ 第３工区

越智郡上島町生名４６６０番３の地先公有水面

エ 第４工区

越智郡上島町生名４６６０番３の地先公有水面

オ 第５工区

越智郡上島町生名４６６０番３の地先公有水面

� 区域

ア 第１工区

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．
Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点は、北緯３４度１５分２７秒、東経１３３度１０分２６秒の

地点

�点は、基点から真北１２２度４２分０３秒１８０．０６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１３６度０６分５２秒８．５１メートル
の地点

�点は、�点から真北１３６度０６分５６秒１９．３２メート
ルの地点

イ 第２工区

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．
Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点は、北緯３４度１５分２７秒、東経１３３度１０分２６秒の

地点

�点は、基点から真北１２４度１６分００秒２４１．６６メート
ルの地点

�点は、�点から真北１１０度１３分２６秒６．４８メートル
の地点

�点は、�点から真北１０４度４５分４８秒８．１２メートル
の地点

�点は、�点から真北１０２度５５分４２秒４．３４メートル
の地点

�点は、�点から真北５５度２５分１９秒２．７６メートルの
地点

�点は、�点から真北１０５度０２分４３秒１３．９１メート
ルの地点
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ウ 第３工区

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．
Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点は、北緯３４度１５分２７秒、東経１３３度１０分２６秒の

地点

�点は、基点から真北１２０度０２分５５秒２９９．４１メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０６度０８分５４秒１９．５１メート
ルの地点

�点は、�点から真北１１０度０４分０４秒２１．２３メート
ルの地点

エ 第４工区

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．
Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点は、北緯３４度１５分２７秒、東経１３３度１０分２６秒の

地点

�点は、基点から真北１１７度５９分５７秒３６６．１７メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０９度５３分３５秒２６．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０７度０７分３４秒９．４０メートル
の地点

�点は、�点から真北１０２度３３分４１秒９．５０メートル
の地点

�点は、�点から真北９８度２５分２８秒８．７９メートルの
地点

オ 第５工区

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（Ｔ．
Ｐ．＋１．８３メートル）における公有水面と陸地との境

界線により囲まれた区域

基点は、北緯３４度１５分２７秒、東経１３３度１０分２６秒の

地点

�点は、基点から真北１１６度２７分５３秒４１９．５２メート
ルの地点

�点は、�点から真北９３度４２分５５秒８．６４メートルの
地点

�点は、�点から真北８９度５４分２９秒８．１０メートルの
地点

�点は、�点から真北８４度３６分２２秒１４．００メートル
の地点

�点は、�点から真北８０度１１分０４秒６．４０メートルの
地点

� 面積

第１工区 ５８．９４平方メートル

第２工区 ２１１．８１平方メートル

第３工区 １６３．５３平方メートル

第４工区 ５０２．０５平方メートル

第５工区 １５０．６４平方メートル

合 計 １，０８６．９７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５９年１月１０日 愛媛県指令５８河第７６７号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月７日

�������
�愛媛県告示第５６５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

第１工区

宇和島市遊子３９３１番地先から同４０４８番２地先までの公

有水面

第２工区

宇和島市遊子４２６３番地先から同４３９４番１地先までの公

有水面

第６工区

宇和島市遊子４８３５番２地先から同４８６９番２地先までの

公有水面

� 区域

第１工区

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに１１

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９

２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（宇和島市遊子３９３１番地先に設置した金属鋲）は

、北緯３３度１１分３２秒、東経１３２度２７分２０秒の地点

１点は、基点から真北９９度５６分４０秒９．４７メートルの地

点

２点は、１点から真北１３２度４９分０７秒１２．２１メートル

の地点

３点は、２点から真北１３８度１６分３６秒１６．２０メートル

の地点

４点は、３点から真北１３９度４３分３０秒１９．８６メートル

の地点

５点は、４点から真北１３９度５２分０７秒７．４３メートルの

地点

６点は、５点から真北１３９度５２分３６秒２．６０メートルの

地点

７点は、６点から真北１３９度１０分２８秒０．５７メートルの
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地点

８点は、７点から真北１４１度１３分４２秒４．５９メートルの

地点

９点は、８点から真北１４３度０５分０６秒２．７２メートルの

地点

１０点は、９点から真北１４３度１８分２６秒２．０７メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１４３度１８分３５秒５．１７メートルの

地点

第２工区

次の１点から５点までを順次直線で結んだ線並びに５

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９

２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（宇和島市遊子４２２１番地先に設置した金属鋲）は

、北緯３３度１１分２５秒、東経１３２度２７分２５秒の地点

１点は、基点から真北２３８度１３分３８秒９．９９メートルの

地点

２点は、１点から真北６７度３６分４５秒１．４２メートルの地

点

３点は、２点から真北１５９度１５分４０秒７２．０９メートル

の地点

４点は、３点から真北１６０度０７分３８秒１０．２０メートル

の地点

５点は、４点から真北１５８度１８分５３秒４１．５９メートル

の地点

第６工区

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線並びに６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９

２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（宇和島市遊子４３８５番１地先に設置した金属鋲）

は、北緯３３度１１分００秒、東経１３２度２７分３３秒の地点

１点は、基点から真北１２９度５８分０４秒２１．０１メートル

の地点

２点は、１点から真北５８度２８分５９秒３．０３メートルの地

点

３点は、２点から真北１４３度０１分４０秒１４．１８メートル

の地点

４点は、３点から真北１３５度４６分４２秒７．０５メートルの

地点

５点は、４点から真北１２３度２３分３９秒５．０５メートルの

地点

６点は、５点から真北１１６度２５分３６秒７．３７メートルの

地点

� 面積

１，０２３．８８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５４年４月６日 愛媛県指令河第４５号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月７日

�愛媛県告示第５６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市遊子４４４３番２地先から同４４６４番地先まで及び

宇和島市遊子４４６５番地先から同４７４６番地先までの公有水

面

� 区域

次の１点から２点までを順次直線で結んだ線及び２点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．９２５

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた

区域並びに３点から４５点までを順次直線で結んだ線及び

４５点と３点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０

．９２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（宇和島市遊子４４４３番２地先に設置した金属鋲）

は、北緯３３度１１分１４秒、東経１３２度２７分３０秒の地点

１点は、基点から真北２３０度２０分１３秒６．９５メートルの

地点

２点は、１点から真北２３７度３５分０７秒４５．６６メートル

の地点

３点は、２点から真北２３８度１７分５４秒２４．０９０メートル

の地点

４点は、３点から真北１４８度０１分２１秒２．６４メートルの

地点

５点は、４点から真北２３７度４４分２３秒３．８９メートルの

地点

６点は、５点から真北３２５度２６分４１秒２．３２メートルの

地点

７点は、６点から真北２３６度１７分３２秒６．２９メートルの

地点

８点は、７点から真北２２９度２４分２４秒４．７０メートルの

地点

９点は、８点から真北２２１度２７分４２秒４．７９メートルの

地点

１０点は、９点から真北２１７度５８分３６秒７．８１メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２１３度５９分１５秒３．０２メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２０６度４８分０２秒４．９９メートルの
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地点

１３点は、１２点から真北１９９度３８分０１秒５．８４メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１９７度３９分２３秒６．１９メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１９４度２３分５０秒４．２４メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１９０度５５分１７秒６．８５メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１８４度３５分２７秒１２．１８メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１７８度０１分１２秒１２．２８メートル

の地点

１９点は、１８点から真北１７４度３３分４３秒１３．５２メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１７０度１４分２３秒４．８３メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１６６度１０分３１秒４．４２メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１６０度０５分３７秒９．４０メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１５６度３８分５４秒４．９９メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１５３度１１分２５秒４．０１メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１４６度５２分３３秒７．３９メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１４２度５９分４６秒１８．９６メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１４２度１２分１７秒９．６２メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１３４度５６分２５秒５．０８メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１２９度５９分１９秒５．００メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１２７度２４分３０秒９．０８メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１２０度４６分２０秒６．０４メートルの

地点

３２点は、３１点から真北１１６度２９分３３秒７．００メートルの

地点

３３点は、３２点から真北１１８度２２分２８秒１３．０１メートル

の地点

３４点は、３３点から真北１２１度５８分０４秒３．４１メートルの

地点

３５点は、３４点から真北１２４度０６分３４秒４．０１メートルの

地点

３６点は、３５点から真北１２７度４２分１５秒４．０６メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１３３度４８分５２秒８．０３メートルの

地点

３８点は、３７点から真北１４０度４７分０８秒４．０４メートルの

地点

３９点は、３８点から真北１４６度３５分４２秒４．０５メートルの

地点

４０点は、３９点から真北１５１度３７分０３秒４．０３メートルの

地点

４１点は、４０点から真北１５７度４４分０８秒４．０７メートルの

地点

４２点は、４１点から真北１６５度１８分３７秒４．０１メートルの

地点

４３点は、４２点から真北１６９度３２分３８秒１．８５メートルの

地点

４４点は、４３点から真北１６９度３２分０６秒２．２０メートルの

地点

４５点は、４４点から真北１７５度１１分２９秒２．０６メートルの

地点

� 面積

１，０８１．２７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５９年１月２７日 愛媛県指令５８河第７６３号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月７日

�������
�愛媛県告示第５６７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市坂下津甲１０９番１地先から同甲９９番１地先ま

で及び宇和島市坂下津甲３７番３地先から同丙１１番２地先

まで及び宇和島市坂下津丙１１番２地先から同甲２２番１地

先までの公有水面

� 区域

次の１点から４６点までを順次直線で結んだ線及び４６点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区

域並びに４７点から７４点までを順次直線で結んだ線及び７４

点と４７点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．８８

メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた

区域並びに７５点から７９点までを順次直線で結んだ線及び

７９点と７５点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋０．

８８メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号
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基点（宇和島市坂下津甲２１番１地先に設置された金属

鋲）は、北緯３３度１２分５７秒、東経１３２度３２分１４秒の地点

１点は、基点から真北１１４度５３分２９秒９０．４６メートル

の地点

２点は、１点から真北２１４度１５分４５秒９．１８メートルの

地点

３点は、２点から真北２１０度０８分４８秒１０．０６メートル

の地点

４点は、３点から真北２０４度０１分０２秒５．９６メートルの

地点

５点は、４点から真北２０５度０１分４０秒１５．５７メートル

の地点

６点は、５点から真北２０４度５２分５７秒９．９８メートルの

地点

７点は、６点から真北２０３度３１分４４秒５．０９メートルの

地点

８点は、７点から真北２９２度２１分５９秒３．４８メートルの

地点

９点は、８点から真北２０３度１９分１９秒３．７５メートルの

地点

１０点は、９点から真北２０３度５５分３６秒４．３２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１１４度３７分２３秒３．５３メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２０３度１６分２４秒６．７１メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２０２度５９分１１秒４．５４メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２００度３０分５０秒５．６７メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１９８度１７分４６秒７．１８メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１９８度１３分２９秒５．６６メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１９７度１０分３９秒４．３７メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１９６度２１分３７秒５．０５メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１９４度３６分３４秒４．１２メートルの

地点

２０点は、１９点から真北１９０度４５分１５秒３．１４メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１８７度１２分４７秒３．８２メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１８４度５３分００秒２．７４メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１８４度２７分３９秒３．８２メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１８２度３１分０９秒４．６５メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１８１度０１分０５秒１．０４メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２７０度２４分３１秒１．１０メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１８３度３６分１６秒９．０６メートルの

地点

２８点は、２７点から真北９７度３４分１１秒０．９８メートルの地

点

２９点は、２８点から真北１９２度５３分１５秒６．１３メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１９６度４９分１６秒４．１９メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１９７度３８分２４秒３．１８メートルの

地点

３２点は、３１点から真北１９８度５６分２２秒３．５８メートルの

地点

３３点は、３２点から真北２００度３８分０９秒３．６７メートルの

地点

３４点は、３３点から真北２０２度４９分２３秒３．１７メートルの

地点

３５点は、３４点から真北２０５度２７分０６秒４．８１メートルの

地点

３６点は、３５点から真北２０６度１２分０７秒２．３４メートルの

地点

３７点は、３６点から真北２１１度４８分１６秒２．８７メートルの

地点

３８点は、３７点から真北２１５度４４分４６秒２．８６メートルの

地点

３９点は、３８点から真北２２１度３４分２８秒２．９８メートルの

の地点

４０点は、３９点から真北２３３度０９分３２秒２．９７メートルの

地点

４１点は、４０点から真北３３５度２５分２０秒２．２４メートルの

地点

４２点は、４１点から真北２４４度０４分２３秒７．４８メートルの

地点

４３点は、４２点から真北１５７度３７分０８秒２．２４メートルの

地点

４４点は、４３点から真北１５７度３４分３２秒０．８９メートルの

地点

４５点は、４４点から真北１５４度３０分１５秒１．１４メートルの

地点

４６点は、４５点から真北１５４度３１分０２秒４．８４メートルの

地点

４７点は、４６点から真北２９８度５８分０２秒６０．５５メートル

の地点

４８点は、４７点から真北５３度４３分５１秒３．２４メートルの地

点

４９点は、４８点から真北４９度４４分４５秒１．９５メートルの地

点

５０点は、４９点から真北３２５度０２分１７秒１．４３メートルの

地点

５１点は、５０点から真北１４度４０分２９秒０．１９メートルの地

点

５２点は、５１点から真北３２６度２５分１８秒２．５１メートルの

地点
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５３点は、５２点から真北３３１度０５分１４秒２．５３メートルの

地点

５４点は、５３点から真北３３３度５９分１４秒２．６１メートルの

地点

５５点は、基点から真北３３９度１５分００秒２．１３メートルの

地点

５６点は、５５点から真北３４２度３２分５２秒２．３４メートルの

地点

５７点は、５６点から真北３４２度２４分０９秒１．６６メートルの

地点

５８点は、５７点から真北３４７度５５分１８秒４．１１メートルの

地点

５９点は、５８点から真北３５２度１０分３２秒２．６９メートルの

地点

６０点は、５９点から真北３５４度１９分３９秒１．６７メートルの

地点

６１点は、６０点から真北０度４７分４３秒７．０２メートルの地

点

６２点は、６１点から真北５度３０分０８秒３．１６メートルの地

点

６３点は、６２点から真北７度３７分１７秒１．７０メートルの地

点

６４点は、６３点から真北７度４８分５６秒８．５５メートルの地

点

６５点は、６４点から真北７度４４分３１秒２０．２４メートルの

地点

６６点は、６５点から真北７度２５分２９秒１３．５０メートルの

地点

６７点は、６６点から真北４度３５分０２秒６．５８メートルの地

点

６８点は、６７点から真北８度２６分２１秒１．０５メートルの地

点

６９点は、６８点から真北９５度２４分１０秒０．８０メートルの地

点

７０点は、６９点から真北６度５３分１３秒１．４７メートルの地

点

７１点は、７０点から真北１１度００分５３秒１．４５メートルの地

点

７２点は、７１点から真北２８０度１７分４３秒０．８３メートルの

地点

７３点は、７２点から真北７度５８分１７秒２．０６メートルの地

点

７４点は、７３点から真北１０度４０分０６秒２４．２１メートルの

地点

７５点は、７４点から真北３４８度５１分４９秒１５．１３メートル

の地点

７６点は、７５点から真北９７度３０分５６秒２．８０メートルの地

点

７７点は、７６点から真北４度１２分１４秒１９．８７メートルの

地点

７８点は、７７点から真北２８４度５８分２１秒２．７１メートルの

地点

７９点は、７８点から真北８度４３分１３秒３．２５メートルの地

点

� 面積

１，５６６．７１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５４年１月１６日 愛媛県指令５３河第７６２号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年４月７日

�������
�愛媛県告示第５６８号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する

同法第１２条第５項の規定に基づき、波方港港湾施設の概要を

次のとおり公示する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

泊 地
今治市波方町波方甲１６
１４番３地先

面積 ８，０００平方メートル
水深 ５．０メートル

護 岸
今治市波方町波方甲１６
１４番３地先

延長 ３０．０メートル

護 岸
今治市波方町波方乙４８
１番５０地先

延長 ６５．０メートル

岸 壁
今治市波方町波方甲１６
１４番３地先

水深 ５．０メートル
延長 １６０．０メートル
取付護岸延長 １５．０メートル

臨 港 道 路

起点 今治市波方町波
方甲１６１４番３地
先

終点 今治市波方町波
方乙４８１番５０地
先

延長 ２８４．０メートル
幅員 ８．０メートル
構造 アスファルト舗装

野 積 場
今治市波方町波方甲１６
１４番３地先

面積 ２，０１６．０８平方メートル

野 積 場
今治市波方町波方乙４８
１番５０地先

面積 ３，４２４．６０平方メートル

野 積 場
今治市波方町波方乙４８
１番５０地先

面積 １，６６４．２０平方メートル
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�愛媛県告示第５７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川３８９６番２から

同町東川３８８４番３まで
平成１８年４月７日

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川３８８４番４から

同町東川３８８３番２まで
〃

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川３８４４番２から

同町東川３８４０番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町笠方３０７５番５から

同町笠方２７７１番５まで

旧 ４．８～１８．０ ０．１６９

新 ６．４～５３．０ ０．１６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡久万高原町笠方３０７５番５ 平成１８年４月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川３８９６番２から

同町東川３８８４番３まで

旧 ４．７～６．９ ０．０６５

新 ７．７～３３．０ ０．０６５

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川３８８４番４から

同町東川３８８３番２まで

旧 ４．５～９．９ ０．１１３

新 １１．１～３２．７ ０．１１３

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川３８４４番２から

同町東川３８４０番２まで

旧 ４．４～９．０ ０．３５８

新 ６．３～２６．４ ０．３５８
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�愛媛県告示第５７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、川之江都市計

画道路３・５・８塩谷小山線の変更に係る都市計画の図書の

写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５７６号
宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第６５条第２項

の規定に基づき、平成１８年３月２６日から平成１９年３月２５日ま

で次の者に係る宅地建物取引業務の全部の停止を命じた。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１８年３月２７日あったので公

表する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１８年度賃金引き上げ、その他に関する事項

�愛媛県告示第５７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年４月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町総津２２４１番から

同町総津２２４０番１まで

旧 １９．５～５６．２ ０．０５２

新 １９．５～４９．５ ０．０５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町二見字大成乙５１番７から

同字乙４７番３まで
平成１８年４月７日

商 号 代表者氏名 主たる事務所
の所在地 免許証番号

有限会社
信誠不動産 重 成 正 則 松山市越智町１６６

番地５
愛媛県知事�
第２５５９号

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年３月２９日 特定非営利活動法人
グループホームしいのみ 村 上 康 彦 松山市緑町一丁目７番地１５号 本法人は高齢者の個性を大切にしたグルー

プホームの運営をはじめ、痴呆症に関する
情報の提供を行うことにより、高齢者が安
心して暮らせる社会の実現に寄与すること
を目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号

３０６



人事委員会規則

２ 日時 平成１８年４月１０日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�人事委員会規則２－２０
愛媛県人事委員会議事規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１８年４月７日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会議事規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会議事規則（愛媛県人事委員会規則２－０

）の一部を次のように改正する。

第８条中「第１１条第３項」を「第１１条第４項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号

３０７



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年４月７日 印刷
平成１８年４月７日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３０８

愛 媛 県 報平成１８年４月７日 第１７４９号


